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林
太
郎
君
提
出
信
教
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自
由
に
関
す
る
質
問
に
対
す
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弁
書

一
般
に
、
憲
法
第
二
十
条
で
保
障
す
る
信
教
の
自
由
の
内
容
と
し
て
は
、
信
仰
の
自
由
（
何
ら
か
の
宗
教
を
信
仰
し
、
又
は

信
仰
し
な
い
自
由
）
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
（
宗
教
的
な
行
為
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
参
加
す
る
自
由
及
び
こ
れ
ら
を
強
制

さ
れ
な
い
こ
と
）
、
宗
教
上
の
結
社
の
自
由
な
ど
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。


